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処分の概要 使用料の徴収

例 規 名

根 拠 条 項
ぬまべ多目的スポーツパーク条例 第9条第1項

例 規 番 号 令和4年条例第20号

【基準】

第9条の規定による。

(使用料)

第9条 多目的グラウンドの使用料は、別表のとおり徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、

この限りでない。

備考
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